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新型コロナウイルス感染拡大防止を踏まえた教育活動についてのお知らせ 

 

 
残暑の候，保護者の皆様におかれましては，益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

日頃より本校教育活動推進にご理解，ご協力をいただきありがとうございます。 

また，日々の感染防止対策へのご協力につきましても感謝申し上げます。 

さて，全国的に新型コロナウイルス感染が拡大し，京都府に８月２０日（金）に緊急事態宣言が

発令されました。 

期間については９月１２日（日）までとされています。 

これに伴い，京都市教育委員会からも「新型コロナウイルス感染拡大防止を踏まえた教育活動等

について」が出され，感染拡大防止のため活動内容の制限をより一層強化，徹底したうえで教育活

動を継続する旨の通知がありました。 

本校としましては，「生徒・教職員の身の安全,学校の安心・安全」を第一に考え,教育活動を進め

てまいります。 

下記に緊急事態宣言下，当面の対策等をお伝えさせていただきます。 

情勢の変化により，更なる変更が生じる可能性もありますが，ご一読のうえ，ご協力をお願い致

します。 

ご家庭におかれましても不要不急の外出を控え，引き続き感染拡大防止の徹底をお願い致します。 

 

記 

 

【当面の対策とご協力のお願い】 

 

１． 基本的な感染防止対策と健康観察の徹底継続 

・引き続き，マスク着用・手洗い・換気・黙食等に取り組み，毎日の検温・健康観察表の提出を

継続します。 

・少しでも発熱等の症状や体調不良がみられる場合には，必ず登校を控えて休養してください。 

また，同居の家族に発熱等がある場合も，登校をひかえていただくことをお願いします。 

・生徒およびその同居家族が濃厚接触者となった場合はもとより，「感染の疑い」や「体調不良」 

で医療機関を受診し，検査を受けようとする場合には，その段階で速やかに学校へ連絡をお願 

いします。 

 

２． 教育活動について 

・文部科学省ならびに京都市教育委員会の通知に従い，感染リスクが高い活動（合唱，調理実習

など）は停止します。                                         

 



３． 部活動について 

・すべての部活動を中止いたします。 

 

・大会，発表会等の参加については，以下のア，イに限り万全な感染症対策を講じて参加を

認める。 

ア 中学校体育連盟（中体連），競技団体，文化関係連盟等が主催する公式な全国・近畿大会 

およびそれらにつながる大会 

イ 京都市中学校夏季選手権大会，同秋季新人大会 

よって，ア・イの大会に参加する部活動は，大会の会期初日の４週間前から練習を認める。

なお，活動場所は校内のみとし，活動時間は２時間以内とする。 

 

・部活動の更衣時や休憩時に，感染リスクが増加すると考えられています。 

活動を許可した部では，緊張感をもって限られた時間を，有効かつ安全に活動するよう指導

します。 

 

４．登下校での感染リスク低減について 

  ・登下校時も場面や状況に応じてマスクを着用させてください。 

・また帰宅後は感染のリスクが高い活動を控えるようお願いします。 

 

５． 基本的人権についての意識を高めることについて 

新型コロナウイルス感染症は，生徒や教職員はもちろんのこと，その家族を含め，いつ誰が感染

するかわかりません。感染した人や濃厚接触者になった人は，不安な気持ちで日々の生活を送って

おられることは容易に想像できます。感染した人や濃厚接触者になった人に対して余談や偏見をも

つことやあらぬ風評を起こすことは絶対に避けなくてはいけません。基本的人権についての意識を

高めて「思いやり」や「お互いさま」の気持ちをもって行動することが求められていると考えます。 

保護者の皆様におかれましても，子どもたちへのお声かけをよろしくお願いいたします。 
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（裏面もご覧ください） 



家庭内感染を防ぐための緊急のお願い

～市民のみなさまへ～

本市では，１日の新規感染者が３８０人発生するなど，爆発的な感染拡
大により医療崩壊を招きかねない状態となっており，このままでは救える
命も救えなくなります。
感染経路が判明している感染者の６割以上が家庭内での感染となってお
り，これを防ぐことが極めて重要です。
いつ感染してもおかしくないという意識を持ち，

〇「家庭内に感染を持ち込まないこと」

〇「家庭生活でお互いに守っていくこと」

〇「家庭内で感染者や感染疑いが出たとき」

の３点を各家庭の事情に応じて，しっかりとご家庭内で話しあい，確認し
ていくことが大事になります。
家庭内感染を防ぎ，ご自身，ご家族，大切な人を守るため，市民のみな
さまひとりひとりがこの３点について実践していただきますよう，お願い
します。



～１ 家庭内に感染を持ち込まないために～

混雑した場所等には，決して行かない！

必ずマスク着用，帰宅したら確実に手洗いを！

会話するときは，相手との距離を意識して！

基本的な感染防止対策の徹底を！
～ひとりひとりが慎重な行動をお願いします～



～２ 家庭生活でお互いに守っていこう～

健康チェックや,こまめな換気と消毒の徹底を！
～家庭内でも感染防止対策をしっかりと～

毎朝体温を測り，健康チェックを
発熱や風邪の症状がある場合は，無理をせず自宅で療養！
また，かかりつけ医等と相談を。

家庭内でもマスク着用！
特に食事の際はお互いの距離や声の大きさも意識して

換気が大事！共用する場所（トイレや洗面所等）の消毒も
徹底



～３ 家庭内に感染疑いや感染者が出た時には～

 感染者や感染疑いは，まずは個室療養！無理なら十分な
距離を

 お世話する人は一人に決めて！
他の家族は可能なら別の場所で生活することも検討を

⇒宿泊施設あっせん事業の活用も

 マスクの着用や換気，消毒の徹底をより意識して！
使用したマスクは他の部屋に持ち出さない

 手で触れる共有部分はこまめに消毒を！
トイレ,洗面所も。タオル等も共有しない

 ご家族も健康観察をし，不要不急の
外出は避ける！

部屋を分ける，マスク着用や換気をより意識して
～濃厚接触者等は宿泊あっせん事業も利用可能～

宿泊施設のあっせん事業に
ついて詳しくはこちら


